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アレルギー疾患用学校生活管理指導表について 

 

 

 先日、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みについて」を配布したところ、お子様が

主治医・専門医の指導により学校給食での対応を希望されましたので、本日、「アレルギー

疾患用学校生活管理指導表」をお渡しします。主治医・専門医とご相談の上記入していただ

き、学校へ提出してください。文書料（診断書料）については、保護者負担となります。 

 その後、学校給食関係職員と面談していただき、対応を相談します。面談の日程について

は、後日連絡いたします。 

尚、この「アレルギー疾患用学校生活管理指導表」と面談を実施してからでないと学校給

食の対応ができません。２月２８日（月）までのご提出をお願いします。 

 また、管理指導表は症状等に変化がない場合であっても、配慮や管理が必要な間は、毎年

提出が必要となりますのでご了承ください。 

 アナフィラキシーショックを起こすと命にかかわることがあります。お子様の学校生活が

より安心・安全なものとなりますよう、十分な協議を行い取り組んでいきたいと考えており

ますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


